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山梨県森林総合研究所課題評価実施要領細則 

 

（趣 旨） 

第１条 この細則は、山梨県森林総合研究所評価実施要領（以下「実施要領」という。）

の規定に基づき、山梨県森林総合研究所（以下「研究所」という。）における課題

評価の実施に必要な事項を定めるものとする。 

 

（構成員） 

第２条 実施要領第３条に規定する課題評価会議（以下「会議」という。）は、森林・

林業・林産業等の専門家及び有識者のうちから、研究所長が依頼する委員をもって

構成する。 

 

（委員の責務） 

第３条 委員は、客観的かつ公正な立場から総合的に評価を行い、適切な助言を与え

なければならない。 

 

（守秘義務） 

第４条 委員は、評価の実施によって知り得た未公開の研究成果情報等に関して守 

秘義務を負う。  

 

（会議） 

第５条 会議は研究所長が招集する。 

２ 会議は座長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

３ 座長は会議を進行する。 

４ 会議を欠席した委員については、研究所長が認めた場合は評価書を書面で提出で

きるものとする。 

５ 森林研究部長は、委員の評価、意見をまとめ、研究所長に報告する。 

 

（課題評価の方法） 

第６条 課題評価は、実施要領第６条に定める課題評価の項目についてそれぞれ別 

表に掲げる基準を考慮して次の５段階で評価し、総合評価コメントを付して行う。 

   ５：非常に優れている 

   ４：優れている 

  ３：良好・適切である 

  ２：やや劣っている 

   １：劣っている 
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（課題評価の手続き） 

第７条 研究所長は、会議開催に当たって必要となる次の資料を作成し、事前に委員

に配付する。  

 一 事前評価 研究計画説明書（様式１）、経費内訳書（様式－１） 

 二 中間評価 研究結果説明書（中間）（様式２） 

 三 事後評価 研究結果説明書（事後）（様式３） 

 四 追跡評価 成果活用状況説明書（追跡）（様式４） 

２ 委員は、前項の資料に基づき、会議開催までに次に掲げる評価書を作成する。 

 一 事前評価 事前評価表（様式５） 

 二 中間評価 中間評価表（様式６） 

 三 事後評価 事後評価表（様式７） 

 四 追跡評価 追跡評価表（様式８） 

３ 森林研究部長は、委員が作成した前項の評価書に基づき、会議としての評価書（様

式９～様式１２ 会議用）を作成し、研究所長に報告する。 

 

（課題評価の実施時期） 

第８条 課題評価の実施時期は、次のとおりとする。 

 一 事前評価 当該試験・研究課題の予算編成前の時期に実施する。 

 二 中間評価 試験研究期間の中間年度に実施する。 

 三 事後評価 試験研究終了年度の翌年度のできるだけ早い時期に実施する。 

  四 追跡評価  事後評価において、各委員の意見に基づき委員長が判断した試験・

研究課題については、試験研究終了から３年経過後に実施する。 

 

（その他） 

第９条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は研究所長が別に定める。 

附 則  

この細則は、平成１４年４月１日から施行する。 

この細則は、平成２１年４月１日から施行する。 

この細則は、平成２３年７月１日から施行する。 

この細則は、平成２５年７月１日から施行する。 

この細則は、平成２６年７月１日から施行する。 

この細則は、平成２７年４月１日から施行する。 

この細則は、令和２年４月１日から施行する。  

 


